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～公文書管理法と行政職員の役割～

早川　和宏†

 

○司会（吉嶺）
　本日は、公文書講演会にご参加下さいましてまことにありがとうございます。私、本日の司会を務
めます沖縄県文化振興会の吉嶺と申します。よろしくお願いします。
　開始に先立ちまして、皆様にお願いがあります。受付で資料と一緒にアンケートが配られているか
と思います。今後の公文書館の運営の参考にするために、ぜひ講演会の後は、アンケートへのご記入
をお願いいたします。ご記入後は、出入口の係のスタッフにお渡し下さい。提出された方には、もれ
なくキャンディーを差し上げます。よろしくお願いします。
　では、これより平成22年度公文書講演会をはじめます。まず、本日の日程ですが、早川先生のご
講演後、質疑応答の時間を15分ほど設けます。その後は終了予定の３時から施設を職員がご案内い
たします。よろしければ、ぜひご参加下さい。講演と施設見学の前には、15分ほど休憩時間を設け
ておりますので、講演が終わりましたら、３時15分までにこちらにお集まり下さい。
　開演に際しまして、主催者であります沖縄県公文書館指定管理者、財団法人沖縄県文化振興会常務
理事の本間勝よりごあいさつを申し上げます。

†はやかわ　かずひろ　大宮法科大学院大学准教授　法律事務所フロンティア・ロー客員弁護士

平成 22年 8月 12日　沖縄県公文書館講堂
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○常務理事（本間）
　皆さん、こんにちは。私は当館の館長をしています本間と申します。本日は、公文書講演会に多く
の皆さんが参加していただきまして、本当にありがとうございます。
　昨年は、国におきまして公文書管理法が制定されまして、来年度から同法が施行される予定になっ
ております。公文書管理について、新しい流れができたと考えております。また、同法では地方公共
団体についても規定が盛られているところでございます。このような新しい時代の流れの中で、地方
公共団体での公文書管理をどうしたらいいか。また、行政職員はどのように対応したらいいのか。み
んなで考え、みんなで行動することが求められてくると思っております。
　本日は、大宮法科大学院大学准教授であられます早川先生をお招きいたしまして、公文書管理法と
行政職員の役割について、ご講演をいただきます。早川先生は、早くから公文書関連法に関する研究
を発表されておりまして、講義内容も明確で、人を引き付ける語り口で多くの受講者から賞賛されて
いるとお聞きしております。私もいまからお話を楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
　さて、当館は、去った８月１日で開館15周年を迎えております。この間、多くの県民の皆様に対
しましても公文書館の役割を知っていただくために、いろいろな取り組みをしてまいりました。開館
15年目を迎えまして、公文書館といたしましては、これまで以上に現用文書を扱う県組織、県職員
の皆さんが公文書館への公文書の引き渡し等を積極的に進めていただけることをお願いする次第で
す。そのためにも、実際に職員の皆さんが日常的に主体的に関わっていくことが必要であります。本
日参加されました皆さん一人一人が公文書管理の主人公であります。皆さんと公文書館が公文書管理
について、同じ方向に向かって取り組むことにより、県民に対する行政の説明責任を果たすことがで
きるものだと考えております。
　先程案内がございましたけれども、講演後に館内の視察見学、また懇親会も計画されておりますの
で、時間の許す限り、最後までお付き合いいただけることをお願いいたしまして、私のあいさつとい
たします。よろしくお願いします。

○司会（吉嶺）
　では続きまして、本日の講師をご紹介いたします。
　早川和宏先生は、成城大学大学院法学研究科博士課程後期単位取得退学され、高岡法科大学助教授
を経て、2007年から大宮法科大学院大学准教授として、行政法を専門にされておりまして、大学で
教鞭を執られております。また、第二東京弁護士会に所属され、弁護士としてご活躍されております。
本日は、「後々の世んかい残さびら公文書（あとぅあとぅぬゆーんかいぬくさびらこうぶんしょ）～
公文書管理法と行政職員の役割～」と題しまして、ご講演いただきます。早川先生、よろしくお願い
します。

○講師（早川和宏）
　皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました早川でございます。肩書きは、大学の准教授
とか、弁護士とかついておりますけれども、肩書きほど堅い人間ではございませんので、ぜひ肩の力
を抜いてお話を聞いていただければと思います。
　質疑応答の時間も含めまして、３時までということですので、２時45分ぐらいまでの１時間
少々、まず私の方からお話をさせていただきたいと思います。お手元に資料があると思いますので、
そちらの方をご覧下さい。
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　さて、沖縄県ということでまいりました。よく考えてみますと、私、こちらに来たのは、2001年
５月以来の二度目ということになります。そのとき、何をしに来たのかと言うと、実は県内の高校を
回るという仕事で来ました。何をするんだ？ということなんですが、当時、勤務しておりました高岡
法科大学というところから、全国の高校生の方に学校に来てもらいたいということで、たまたま県内
の進学説明会でしたか、それがあったときにあわせてまいりまして、三泊四日で県内の高校十何校、
とにかく回った、首里城もどこも見ないで、回ったという記憶がございます。そのときに、とある高
校の駐車場にレンタカーを停めて降りようとしたら、ハブ注意という看板があったんです。これ、県
内的に普通ですか？（聴衆から肯定のしぐさ）。普通なんですか。私、ものすごく驚いたんですよ。
高校の駐車場でハブ注意と言われても、何を注意していいのか、まずわからずに、とりあえずきょろ
きょろ周り見回すしかできなかったんです。
　これと同じぐらい驚いたのが、実は福井県の敦賀市というところの高校に行ったときに、看板では
ないんですが、同じようにびっくりしたものがあります。敦賀と言うと、何が浮かびますか。あんま
り浮かばないですよね。そこで驚いたのは、校舎に入った途端、「ただいまの放射線量」というのが
書いてあるんですよ。俗に言うガイガーカウンターというやつです。何か数字がデジタルで動いてい
るんです。まず、その数字が大きいのかどうかがわからないのと、これが突然増えたときに、私はど
うすればいいのかがわからないので、ものすごい怖さがあったのを覚えています。同じぐらいどうし
ていいかわからなかったのがハブ注意でございますので、この二大イメージが私の中では強く残って
おります。
　今日、お話していく中で、何べんか手を挙げていただこうかなと思います。ただ、最初にお約束し
ますが、絶対にあてません。ここ大事です。絶対、あてませんので、気にしないで手を挙げて下さ
い。横見る必要も特にないです。あの人、手を挙げていたよとか、別にどうでもいい話でございます
ので、気にせずに手を挙げて下さい。
　まず、最初に手を挙げていただきましょう。ハブ注意と放射線注意、どっちが怖いか。二択ですよ。
いいですか、どちらかに手を挙げて下さい。ハブの方が怖い人。少ない。放射線の方が怖い人―あり
がとうございます。もう日常的なんですかね、ハブは。あと放射線は見えないので怖いというのもあ
るかもしれませんが、ことほどさように場所が変わると怖いものが変わるわけです。原発があります
ので、あちらの方は放射線というのが、非常に重要なことになるでしょうし、ご当地で言えば、やは
りこのハブというものによる被害が年間、多数出ているということであるんですよね。地域が違う
と、大事な、恐れるべきものが違う。そうすると、何に注意しなければいけないかというのも変わっ
てくるということになるでしょう。
　さて、そこから本日のテーマにいきたいと思いますが、先程、司会の方に読んでいただきまして、
初めて正しい発音がわかったんですが、アトゥアトゥヌ …… ―うーん、ごめんなさいね―っていう
言葉なんですね。地域の方々であれば、普通にお読みになれる言葉なのかもしれません。
　ただ、私は出身も東京ですので、標準語からいくとよくわからないですね。元々この講演会のテー
マも標準語で最初ご提案をいただきました。しかし、私の方からいわゆるウチナーグチと言うんです
かね、こちらの方に直していただきたいということで、この言葉にするためにもいろいろと調べてい
ただいて、「公文書」にあたる言葉がウチナー口ではないらしいとかいうことが明らかになったりも
したんですが、この言葉に変えていただいたんです。何で変えるのかということなんですけれども、
この公文書というのは、標準語で残すものではないんです。先程、館長さんからお話がありました
が、国の方では公文書管理法というのがあります。国というのは、国全部のものについての法律です
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ので、国についての法律ですから、標準語でいくのは構わないと思うんです。けれども、今日、皆様
方にお話をしたいのは、この地域における公文書をどう残すのかというお話なんです。
　国と同じように残せばいいのかというと、必ずしもそうではないはずなんです。国のやっていると
おりにやっていますから、うちの地域は大丈夫ですよということなのか。それは国の基準ではいいか
もしれませんが、地域の基準ではないはずなんです。
　そうすると、この地域の公文書を後々まで残していきたいということであれば、そこの発想はあく
までも地域のもの、言葉で言えば、標準語ではなくて、ウチナー口であるべきだろうということで、
このようなテーマ設定をさせていただいたところであります。
　さて、では具体的なお話に入ってまいりますけれども、今日、皆さん方の所属が私いまひとつよく
わかっていないので、ここでまた手を挙げていただきたいと思います。県の職員の方って、どれぐら
いいらっしゃいますか。圧倒的に県ですね。ありがとうございます。続いて、市町村の方どれぐらい
いらっしゃいますか。ありがとうございます。あと財団、その他、公の団体関係の方、どれぐらいい
らっしゃる。これはいらっしゃらない。県の方、市町村の方がほとんどということになりますね。で
は県の職員の方、あるいは市町村の職員の方ということでございますと、日常的に公文書を取り扱っ
ていらっしゃることになるわけです。ところが、この公文書というのは、何で使うことができている
のかという、そもそものことを少し確認をしておきましょう。
　レジュメの方では、漢数字一の中の算用数字の１番目、何故、行政職員は仕事をすることができて
いるのか？という部分でございます。ここでは憲法の規定、そして地方自治法の規定というのを挙げ
ておきました。内容について、細かくお話をすると、これだけで90分過ぎてしまいますので、また
眠い話になってしまいますので、そこは避けます。
　ポイントだけ押さえてまいりますと、皆様方が所属していらっしゃる県であったり、あるいは市町
村というのは、憲法で言えば、地方公共団体というものの一つになります。この地方公共団体という
ものがその地域を治めていく力、自治権とか言いますよね。自分たちの地域を治めていく力、それを
憲法によって与えられているんですよということです。もし、仮にこれが法律によって与えられてい
るのであれば、国会が法律を変えれば、自治権というのをどのように狭めても構わなくなってしまい
ます。でも、これは憲法なんです。憲法は、国会だけでは変えることができませんでしたね。最終的
には、国民たちの投票というものまで必要になるわけです。
　憲法というところに基づいて、都道府県や市町村はその地域を治めることができます。その地域を
治めるときに、この92条というところで線を引きましたように、「地方自治の本旨に基づいて、法律
でこれを定める」とされています。法律で定めることは定めるんですが、憲法は「地方自治の本旨」
というものに基づけよと言っているんです。もし、仮に地方自治の本旨に基づかないで法律で定めた
ら、これは憲法違反になりますので、その法律は力をもたなくなるんです。
　じゃ、この地方自治の本旨というのは何だ？と言うと、それが⑴、⑵ということでお示ししました
住民自治、そして団体自治と言われるこの二つの要素から成り立っている。そのように憲法学の世界
では理解されているわけです。住民自治のところには、括弧内に民主主義的というふうに書いておき
ました。これは、その地域が治める、例えば沖縄県が沖縄県を自治するんですよというときには、住
民たちが治めるんですよ。つまり住民たちの代表である議会の議員とか、あるいは知事というものを
使うことによって、間接的にではありますが、住民たちが治めているんですよというのが、この一つ
目のポイント。
　二つ目は、団体自治という言葉です。これは団体として治めているんですよって、何だか意味のわ
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からない説明になるんですけれども、簡単に言いますと、国から言われたから治めているんではない
ですよ、他所の県に言われたから治めるんじゃないですよ、市町村の立場で言えば、県から言われた
から治めているんじゃないですよということ、自分たちの地域は、自分たちが治めるということで
す。したがって、県が言うとおりに治めなければいけないとか、国が言うとおりに治めなければいけ
ないというシステムは、この団体自治の原則に違反するんです。
　このような形で、住民自治、つまり住民たちがその地域を治めているんですよ。また、団体とし
て、県から言われたから、国から言われたから治めているんじゃないですよ。自分たちのところを治
めているんですよというのが、この憲法の地方自治の本旨という言葉なんですね。
　この治めるために、具体的な内容が例えば、憲法で言えば、94条にいくつか書かれていたり、あ
るいは地方自治法のところでは、１条の２というところで、地方公共団体はどんなことをするんです
かとか、あるいは２条の２項のところでは、何をするんですかというようなことが書かれているんで
す。ここは細かいところになりますので、後程、ご覧いただければと思いますが、皆様方が普段お仕
事をなさっている、このことの裏付けは、憲法で言えば、住民自治、団体自治によって認められた自
治権というのを行使するために、皆様方は、そこの職員として仕事をしているんですよということに
なるわけです。何となく採用試験に通ったから仕事をしているという意識になるかもしれませんが、
実はそういう細かいところのお話ではなくて、広い視点から見れば、皆様方こそ、この憲法の考え方
を実際に動かしていく立場にいらっしゃるということになるわけです。
　とはいえ、このような形で憲法や地方自治法に基づいて、お仕事をなさっているということから言
いますと、やはりこの法―広い意味合いでの法ですね―法というものと無縁でお仕事をされている方
はいらっしゃらないはずなんです。
　ところが、普段、憲法を動かしていますというのはあまり思わないでしょうし、地方自治法を動か
していますというのも、なかなか思いにくいかもしれません。とはいえ、皆様方が県とか、市町村の
職員である以上、法との繋がりを無視することはできないというふうに考えられています。それが算
用数字の２番目にございます法律、あるいは条例による行政の原理です。
　国で言えば、立法権、司法権、行政権といって三権分立というのがございますよね。地方の場面で
言いますと、議会が立法的なことをやって、知事部局などが行政的なこと、司法権は残念ながら地方
にはないんです。司法権というのは、国しかもっていない。裁判権は、国しかもっていないというこ
とになりますので、皆様方は、行政権の１部署にいらっしゃるということになります。
　この行政というのは、住民の方から見れば、一番身近です。議会の議員というのは、身近かと言わ
れると、近所にいれば身近かもしれませんが、その人たちのしている仕事というのは、直接、私たち
に影響があるかというのは、あまり見えにくいです。
　けれども、役所の窓口に行けば、そこにいる行政の職員である皆様方は、住民からみれば、目の前
にいる人です。その人たちが「うん」って言ってくれるのか、「いいえ」と言うのかによって、例え
ば生活保護を、もらえる、もらえないが変わってしまったり、介護認定のときとか、いろいろな問題
が発生するわけです。
　そうすると、住民の方々の権利や利益というものに、直接的な影響を与えやすいのが皆様方、行政の
職員ということになるわけです。そのような立場にいらっしゃるからこそ、好き勝手にやられちゃ困る
わけですね、住民から見れば。主権者は住民ですよと言いながら、でも行政の職員が好き勝手できます
よということになると、主権者の権利を侵害し放題になるわけです。このようなことを許すべきではな
いということから、この法律、あるいは条例による行政の原理という考え方が出てくるわけです。
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　これ古くは海外にまで遡ってしまうんですけれども、要は王様がいた時代からのお話になるんで
す。王様が全部の権限をもっていたのでかなわんと。早川の顔が嫌いだから、お前の顔を見たくない
ということで、じゃ首はねてみようかと言ったら、それでオッケーだったわけですね。早川の持って
いる服、これは一昨日買ったばかりの服なんですけれども（かりゆしウェア）、今日はビデオに撮っ
ているということですので、スーパーの名前は特に触れない方がいいですね。某スーパーで買った服
ですが、この服が気に入ったと王様が万が一言えば、持って行かれておしまいだったわけです。その
ようなことをしてしまいますと、私たちの命とか、財産というものが王様、為政者の好き勝手にでき
てしまうので、それを縛らなければいけない。何で縛るのかと言うと、この法律や条例で縛りましょ
う。つまり、地域の主権者である住民たちが選挙によって選んだ議員たちが作ったのが条例なわけで
す。条例で、行政にやっていいよって書いてあることしかやらないのであれば、住民にとって嫌なこ
とはできないはずです。そのような考え方からこのような原理というものが生まれてきて、現在、我
が国でも妥当していると考えられています。
　この原理の内容は、学問的には難しくなるんですが、⑴番目のところには、法律の留保と書きまし
た。説明は書いてございますけれども、内容的には住民たちが主権者である以上、住民の権利を制限
するとか、あるいは住民に義務を課したりするというのは法律、あるいは条例という根拠がなければ
いけませんよということになるわけです。ここで注意が必要なのが、権利を制限したり、あるいは義
務を課しているように見えるんですが、条例によってない場合というのが結構あることです。これは
よくよくご注意下さい。万が一、法的な紛争、裁判ざたになったときには、役所の方が負ける可能性
が高くなります。
　よくあるのが、内規ですね、要綱とかいうようなもので、権利制限を普通に定めているというのも
見たことがございます。県内で、というわけではないですけどね。職員の方は、いや、要綱に基づい
てやっているから当然でしょう、守ってもらわないと困ります、となります。でも、住民からみれ
ば、要綱についてオッケーを出したことはないんです。条例であれば、自分たちが選んだ議員が作っ
たものですが、要綱というものについてオッケー出していますかというと、そうではない。たとえそ
れが、首長が定めた要綱、知事などが定めた要綱であったとしても、権利を制限したり、義務を課し
たりするには、それはすべて条例でなければいけませんよというのが地方自治法というものの考え方
です。
　違法自治法の14条２項というのを⑴の中に書いておきましたが、規則でもダメなんです。権利を
制限したらダメなんです。義務も課してはダメなんです。規程とか、要綱、もちろんダメです。条例
でなければいけませんよということになるんです。
　あと⑵番目、あるいは⑶番目というものもございますが、これは教科書的なお話ですので、権利を
制限したり、義務を課したりするというときには、この条例というもの、あるいは国で言えば、法律
というものでなければいけない。そのような意味合いでは、皆様方のお仕事も、これに則ってなさっ
ているはずということになるわけです。
　ただ、県内でこうやってお話するのは、私初めてですが、市町村ですとか、全国のあちこちで講演
とか、あるいは研修なども務めさせていただいています。そこで、職員方向けのお話をしていて、よ
く思うのが、「ちゃんと守っているのかな、法律や条例？」ということです。それが算用数字の３番
目、行政職員の法意識というところです。最初に大上段に構えたところをもってきました。地方公務
員法という法律、ご覧になったことがある方は？（挙手）
　地方公務員法。皆さん方、ご存知のとおり、皆さん方に直接、影響ありますね。この中では、非常
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に嫌な条文を持ってきておりますが、32条のところでは、法令等及び上司の職務上の命令に従う義
務を皆様方は負っているわけですし、35条はおまけですけれども、例えば職務専念義務というのが
あります。そして29条、これは一番嫌な条文かと思いますが、懲戒責任というのが法律上、存在し
ます。この法律などに違反した場合については、懲戒責任があります。法令等に従う義務が先程32
条にありましたので、法令に反していたこと、違反した行為というのは、理屈からいきますと、懲戒
責任を発生させ得るわけですよね。
　もちろん、そんな怖いわけですから、いやいや、法令はちゃんと守っていますということになるは
ずですし、住民の方々は行政の職員の方々が法律や条例などを、もちろん守っているはずです、守っ
ていますよ、大丈夫ですよと思っています。
　ただ、そこでちょっと気になるのは、⑵番目、これは国のものではございますが、「法令順守、し
ていますよね？」というので、総務省のブックレットを抜粋しました。これはホームページなどで入
手することができますので、ご覧下さい。
　ここで取り上げられているのは、行政手続法です。この法律についての普及啓発のブックレットの
クエスチョンの２が一番面白いと思うので、見ていきますね。窓口の職員に申請書を出そうとした
ら、「それは無理ですね」と言って申請書を受け取ってくれません！という質問に対して、アンサー、
Ａ２というのを見ますと、「申請します」と言って、申請書を置いてくればいいのです、となってい
ます。これは何を言っているのか、よくわからないですが、役所に申請書を持っていって、窓口の人
から受付けませんと言われたら国民は困るわけですね、受け付けてくれない、どうしよう。答え、「置
いてこい」。いや、待て、それができないから、いま困っているんだ。でも「置いてこい」と書いて
あるんです。
　何で「置いてこい」と書いてあるのかというと、申請書を受け付けなければいけないと行政手続法
に書いてあるからです。ただ、窓口の人が受け取れませんと言ったっていうことが、何を示している
のかと言うと、行政手続法を知らないということですよね。知っていれば、受け付けなければならな
いって書いてあるんですから、受け付けるはずなんです。受け付けませんという事例を想定して書い
ているということは、このブックレットは「守ってないよね」というのを前提としていると私は読ん
でいます。
　行政手続法。この法律は行政の手続に関して定めた法律です。つまりそこで「しなければいけませ
んよ」と言われているのは、行政の職員です。
　一般的な法律は、例えば一番皆さんご存知のもので言えば、刑法の殺人罪という非常にメジャーな
ものがあり、人を殺したら死刑とか、無期懲役とかにしますよと書いてありますね。刑法は人を殺し
ちゃいけないよって、一般国民に対して言っているわけです。行政に対して言っているわけじゃない
んです。
　ところが、この行政手続法は、行政の職員はこれを守りなさいよというのがたくさん書いてある法
律です。地方の場面、県や市町村の場面に目を向けますと、原則としてこの法律は使われません。使
われる部分もいくつかあるわけですが、基本的には使われないと思っていただいて結構です。
　でも、皆様方の自治体には、行政手続条例があるはずなんです。目をつぶりましょうか。横、見ま
すから、絶対。手を挙げてもらうときに。目をつぶっていただいて、ご自身の自治体に行政手続条例
があるという人、手を挙げて下さい。ありがとうございます。
　続いて、読んだことがあるという人、手を挙げて下さい。ありがとうございます。目を開けていた
だいて結構です。
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　たぶんない自治体はないはずです。行政手続条
例。私もいま統計を持っているわけではないんで
すが、ぜひご所属の組織に戻ったときに、例規集
で行政手続条例をぱっと見ていただいたら、ほぼ
確実にあります。
　いま手を挙げていただいた数については、特に
何も申し上げませんが、国と似たような状況が、
ひょっとしたらあるかもしれないということで
す。
　そして、公文書管理についてのお話に戻ります

と、国の方では、公文書管理法ができました。後程、少し触れますが、地方もそれと似た考え方をし
なさいよということが書かれている。地方でもまた新たなものを何か作るはずなんです。作ればいい
のかと言うと、行政手続法と同じように作っただけではダメなんです。作っても、行政の職員の方が
読んで守っていてくれなければ紙切れなんです、法律なんか。条例なんかもそうなんです。しかも、
そこに書いてあるのは、国民や住民から見て、行政がこれを守ってほしいというのが書いてあるんで
す。
　でも、行政の職員が読んでなければ、結局、守ってないわけです。皆さん方が、この行政手続で
あったり、あるいは公文書管理だけではなくて、他の分野についても法律や条例に基づいて仕事がで
きているのかということは、ぜひご確認をいただきたい。
　ただ、日常的にはご自身で積極的に見ようとしない限り、この法令などをしっかり読むというのは
なかなかなされていないとお聞きします。これも全国的なお話です。
　何でかな、というのが⑶番目、２ページ目の下の方ですが、「法令順守を阻むもの」ということで
書いてあります。アはいまお話したとおりなんですが、知らないものは守れないということです。感
覚だけではわからないので、しなきゃいけないこと等が条文に書かれています。感覚的にたまたまあ
えばラッキーですけれども、基本的には知らないものは守れない。
　括弧の中で、上司・前任者の方が法令よりも大きいのかと書いてありますけれども、これが現場で
は多いとお聞きします。上司が言うとおりにやっていました、前任者が言ったとおりにやっていまし
た、だから大丈夫です、というようなことがあるようなんですが、実は大丈夫かどうかがよくわから
ないんですよね。
　上司が行政手続条例を知った上で、命令を出しているかどうか―（この質問は）ちょっと危ないで
すか。これは手を挙げると問題あるかもしれないので、やめておきますね。「うちの上司は条例を読
んでないと思う人？」という質問に手を挙げると問題あるかもしれないので、そこはちょっとやめて
おきますが、上司からの指示とか、あるいは前任者からの引継ぎというのが仮にあったとしても、そ
れが正しいかどうかというのが大きな問題になってきます。
　よく言われるのは、カタカナのイの方でありますが、「前任者は、何事もなく仕事をやっていた」
ということです。一般的な行政の現場であれば、２～３年での人事異動ということになるわけです。
前任者が２～３年間、何事もなく過ごしていて、その引継ぎを受けた私なので、同じようにやってい
れば問題なく過ごせるということだと思います。
　ただ、本当か？ということですね。「法律、あるいは条例による行政の原理」というのがありまし
たね、先程。けれども、ここで括弧内に書いてございますように、現場で動いている方々は「引継ぎ
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による行政の原理」いうのをどうやら使っているようでございます。ところが、この引継ぎというの
は、格好いい言葉ですけれども、実は言い方を変えると、伝言ゲームですよね。小学校、幼稚園か
な、保育園などで伝言ゲームをやった経験がある方？これは圧倒的多数ですね。
　５人とか、６人とか、何人かいまして、一番前の人が耳元で何か長めの言葉を囁いて、それを順々
に囁いていってもらって、最後の人になったら、全然違う言葉になっているって、みんなで笑うって
いうあの伝言ゲームです。引継ぎは、これです。２～３年ということですね、ということは、例えば
10年の間、５人引継ぐわけですね、２年のスパンなら。20年経ったら10人引継いでいるわけです。
10人いたら、伝言は間違っていましたよね、経験上。であれば、この引継ぎというのも、そもそも
正しく引継がれているかどうかというのは怖いです。あと正しく引継がれても最初に喋った人が法律
や条例に基づいた引継ぎをしているのかというと、最初が間違っていたら、ずっと正しく引継いだと
しても、間違った内容を正しく引継いでいますので、これまた怖いということになっていくわけで
す。そうしますと、こういった観点からも、ご自身のいまの仕事が法律、条例というものに基づいて
できているのかどうか、ご確認をいただいた方がいいと思います。
　国の方では、よく出てきます。いろんな公務員の不祥事とか、消えた年金とかというのもございま
して、ああいったものを考えてみますと、現場の人たちは、前の人がやっていたことを常にやってい
るんです。たまたま自分がいま仕事でやっているときに、運悪く、問題が起こってしまって、社会保
険庁なくなっちゃった。せっかくその身分になったのに、って思っている。
　でも、前々からおかしかったのを引継いでいたんです。それがたまたま「いま」見つかっただけで
あって、いままでもダメだったってことですね。そうすると、前の人が大丈夫だったからという理屈
は、そこでは通用してないんです。皆さん自身がいまの仕事を正しくやっているか。そのときに「言
われたとおりにやっています」よりも、「法律、条例に基づいてやっています」と言えた方が強いわ
けです。上司の命令というのは、法律、条例違反だったら、上司の命令でも間違っているわけですか
ら、上司が言ったから正しいというわけでもないということになります。
　さて、続いてカタカナのウ、「守らなくても自分は困らない」ということなんですが、これも２年
から３年という自分の目の前の仕事だけを見るからそうなるんです。しかし、その仕事の影響という
のは、皆さんがその職場にいる間で終わりますか？というのを考えていくと、終わってないんです
よ。皆さんがなさった仕事、それは日々でなさっている仕事かもしれません。今日の仕事は終わった
かもしれない。でも、その仕事の影響は、住民からみれば、５年なり、10年なり、20年なり、30年
なり残っているんです。
　例えば、学校を造りました。その仕事は、完成したら終わりです、役所は。でも、造った学校を使っ
ている子供たちは、その後、何十年もいるわけです。そうすると、皆さんにとっては、終わった仕事
と見えても、その影響は住民にはずっと残っているものが圧倒的多数なんです。
　そういったことを考えてみますと、このカタカナのウのところにありましたが、いまの自分は困ら
なくても、後々困ることはいくらでもあるわけですよね。社会保険庁をもういっぺん出しますが、年
金を消えさせた人たちはめでたく定年退職していたりするわけですよ。もう終わりなんです、退職し
ちゃったので。けれども、その人たちの消した年金によって、国民が困って、後輩である職員たちも
困っているわけです。
　すると、いま目の前だけを見ればいいのかというと、やはりそうではないでしょう、ということで
す。そうすると、いまの自分が困らないのではなくて、その仕事は自分の仕事ではありますけれど
も、国民や住民のためにやっている仕事ですので、その人たちのことを考えていなければ、行政のプ
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ロでいらっしゃるわけですので、プロとしては欠けるものがあるのではないかなというふうに思って
います。
　冒頭、条例と皆様方のつながりというのを一般論としてお話をしましたが、ここからは、この法と
して守るべき、あるいは自分たちが従っていくべきものとして、国の方で作られた公文書等の管理に
関する法律というのを少し見ていくことにいたしましょう。仕事の影響、後々まで残りますよという
ことをちょっと頭の片隅に置きながら、公文書管理法に話を進めてまいります。
　さて、国の方では、この公文書等の管理に関する法律を昨年７月１日に公布したところです。施行
は、来年度の４月１日を目指しているとは聞いています。準備が追いつくかと危惧されています。法
律は作ったんですが、いろんな部分を政令で定めると書いていますので、政令がちゃんとできない
と、法律は動かないという事態になっていきます。
　まず、この公文書管理法の全体構造を見ていただきますと、３ページ目の上の方の漢数字二です。
章立てをそこに挙げておきました。注目していただきたいところには、下線を付してありますが、第
二章では行政文書の管理、第三章では法人文書の管理、第四章では歴史公文書等の保存、利用等とい
うのが挙がっているわけです。
　ここで注意すべきなのは、いままで行政の方々が文書管理規程とか、文書管理規則とかいうものに
よってやってきた文書管理の対象文書、それはこの国の法律で言うと、第二章の行政文書に限定され
るということです。
　国の法律は、行政文書だけではなくて、法人文書についても、これは国の方では、独立行政法人を
指すことになりますが、このような国とは別の人格―人格っていうと、何か違うような気がします
ね。一般的に言う人格っていうと、いい人、悪い人みたいなイメージですけども、いまお話した人格
というのは、法律的に言うと、権利や義務の帰属主体たりえる能力、またわかりにくくなるんですけ
れども、結局、国というものとは別のところが権利をもっていたり、あるいは義務を負ったりでき
て、その典型例が独立行政法人です。独立行政法人として権利をもったり、義務を負ったりします。
これを別の人格、という言い方をします。国の法律では、国の法律ではあるんですが、国とは別の人
格をもっている団体についても、その文書の管理を法律で定めています。
　また、歴史公文書等という部分は、これは行政文書との関係でお話をします。先程の行政文書とい
うのは、普段、皆様方が文書管理規則とか、規程で管理しているものというふうになります。その文
書管理規則・規程で管理されているものは、一般的に言いますと、情報公開条例の対象文書と重なっ
ていると思うんです。それが行政文書ですが、情報公開条例と重なってない文書について、この歴史
公文書等というのが存在するんです。ここの県立公文書館の保存していらっしゃる、あるいは利用に
提供されているものについては、いわゆる行政文書とかいうものではないんですが、残して見せて
使っているというものですよね。
　この歴史公文書等につきましても、国は法律によって管理することにした。皆さんの所属団体は、
おそらく第二章行政文書しか見てないはずだと思うんですね、多くは。ところが、国の法律は第三章
法人文書、第四章歴史公文書等、についても定めを置いたということで、扱う範囲が広いということ
をここで押さえていただきたいと思います。
　続いて、「目的」という規定（１条）を見てまいりましょう。法律には、常に目的規定があるわけ
ではないんですが、最近はこの目的規定をつけることが多いですね。下線を付した部分をまず見てい
きます。法律というのは、目的をもって作ります。どんな目的かと言うと、その法律を作るまでに問
題となったことをなくすという目的なんです。問題となっていなければ、法律をわざわざ作らなくて
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もいいですね。けれども、何か問題があるから、それに対して法律を定めて対応しましょう、という
ことなんです。
　目的規定、今日はちょっと意地悪な読み方をします。要は、書いてあることを逆から読めば、どん
な問題があったかがわかる。例えば、ストーカー規制法とか、お聞きになったことあるでしょう。ス
トーカー行為、あれなんかストーカーというのが世の中で問題になったから制限しなければいけませ
んよね、ということで作るわけですよね。
　公文書管理法も公文書管理が問題となったから作らなければいけませんよね、なんです。じゃ、ど
んな問題だったのか。目的の下線を引いたところを簡単に見ていきます。最初の下線部分では「国民
共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ」って、
要は、逆から読めば、これまでは、かんがみてなかった。つまり国民が主体的に利用し得るものであ
ることを考えてないで、公文書の管理をしていた。
　次の下線部分のところでは、行政文書の適正な管理をしてなかったと。歴史公文書等の適切な保存
及び利用等を図ってなかったと。行政文書の適正な管理は、先程の消えた年金でおわかりのことです
よね。ちゃんと管理してないからなくなっている。肝炎の問題なんかの文書もそうですし、古くは
HIV の薬剤エイズについての資料についても当時、厚生省は「ない、ない」と言っていたのに、厚生
大臣が代わったら、「ごめん、ありました」と、よくわかんないことになっていますよね。だから、
ちゃんと管理してなかった。そのような問題がありました。
　その次の下線部分では、「もって行政が適正かつ効率的に運営されるように」なってなかったんで
すよね、ちゃんと管理してなかった。最後の部分では、「国及び独立行政法人等の有するその諸活動
を現在及び将来の国民に説明される責務が全うされるようにする」。現在の国民に説明する責務とい
うのは、国で言えば、情報公開法が定めているところですが、それも文書管理がちゃんとできていな
いから、見せて下さいと言われた文書は、「ありません」、説明できないままです、ということになっ
ていたんですよね。
　もう一つ、現在だけではなくて、将来の国民というのが入っています。現在の文書を現在の国民が
見るだけではなくて、現在の文書を残しておいて、将来の国民が見れるようにしましょう。これは考
え方としては、先程お話したように、皆様方のお仕事だって、今日終わった仕事でも５年後まで、
10年後まで、30年後まで、住民の方に影響があるかもしれない。そのときの人たちが見れるように
しておかなければいけないでしょうというのが、この「将来の」ということになるわけです。
　このような目的で定められた公文書管理法でございますが、算用数字の３番目では法の適用範囲に
ついて書きました。ここは条文を後程、ご確認いただければという程度です。
　「公文書等の管理に関する法律」という名前ですので、まず「公文書等」というのは何かがわから
ないと、何を管理するのかがわからないです。条文、レジュメの（１）に書きました２条の８項とい
うところに公文書等の定義があり、そこでは３種類の文書が公文書等ですよ、ということが書かれて
います。その３種類が、それぞれ何があるのかというと、先程、章立てで見た行政文書、法人文書で
あります。もう一つは、特定歴史公文書等というのが３つ目に入っています。
　この３つのものを管理するというのが、この公文書管理法の中身ということになります。このよう
なものを管理しますよ、ということが法律で書かれているんですが、この管理の対象となる文書が実
は国のものなんです。ここにいらっしゃるのは沖縄県職員ですよ、県内の市町村の職員ですよ、と
いうことですので、この法律は基本的に関係ありません。なんですが、34条というのがいるわけで
す。５ページ目の一番上をご覧いただきますと、公文書管理法の34条で、「地方公共団体は、この法
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律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施
するよう努めなければならない。」ということで、俗に言う努力規定と言われるものが置かれていま
す。努力はしないと、法律違反、変な話ですけれども。結果を出すかどうかまでは求めてないという
書き方です。何で、「努力」でいいの？ということなんですが、これは先程、憲法についてお話をし
た団体自治、住民自治という考え方と関係しています。要は、公文書というのは誰のものですか？国
の公文書は、国民のものなので、国会が定めた法律で管理しますよ、と。沖縄県の文書は、誰のもの
ですか？県民のものです。県内の市町村の文書は誰のものですか？市町村民のもの。その人たちの文
書をどのように管理するのかは、その人たちが決めるべきものであって、国が「はい、こうやって下
さい」というものではないでしょう、ということになっています。
　そこで、住民たちが決めるべきでしょう、という住民自治という先程の考え方、また、国が言うと
おりにしろ、とはしないで、県なら県、市町村なら市町村が自分たちのものだから、自分たちでやる
んですよ、という団体自治という考え方があって「努力しなさい、あとは努力してちゃんとやってく
れればいいです」というのが法律のスタンスです。
　ただ、この34条では、「この法律の趣旨にのっとり」と書いてありますね。自由に努力しろとは言っ
てないですね。この法律の趣旨にのっとってやって下さいよと。じゃ、趣旨って何なのか。
　漢数字の三番目、「これからの公文書管理」に進みます。公文書管理法の趣旨にのっとって、県内
の文書というのは管理されていくべきものになったわけです。
　趣旨って何ですか？ということなんですが、目的とイコールでは必ずしもありません。目的規定と
いうのは、先程１条にありましたよね。目的規定というのは、趣旨と同じと思われがちなんですが、
実は目的規定だけが趣旨ではないんです。どういうことを言っているのか。目的プラス、要は１条プ
ラス、その法律の中で書かれている条文の考え方、思想というのが趣旨に含まれます。また、難しい
ことになってきました…。
　今日は、行政向け、行政職員の方向けなので、難しめの条文を書いております。例えば行政事件訴
訟法という法律、ここに書いておきましたが、行政事件訴訟法を仕事で使ったことがある人、いらっ
しゃいますか？―ほとんどいらっしゃらないですね。住民の方々が裁判を起こす、県とか、市町村を
被告として裁判を起こすときに、この行政事件訴訟法というのを使います。例えば、営業の取消しを
受けたので、その取消しを取り消して下さいという、要は営業を再開させて下さいというようなタイ
プの紛争です。その時、誰が訴えることができますか、というのを書いてあるのが、行政事件訴訟法
で言えば、９条の原告適格というところなんですが、そこでは下線を付したところに、「趣旨及び目
的」と書いてあります。目的だけではなくて、趣旨も書いてある。この、趣旨って、どうやってみる
んですかということで、５ページ目のちょうど真ん中ら辺、ゴシックの太字にしたんですが、ちょっ
と見にくいですね。
　「最判平成17年12月７日」という、最高裁判所の判決文の一部を持ってきました。これも細かく読
んでいくのは面倒臭いので、ポイントで言いますと、ここで法律がどんな趣旨やどんな目的を持って
いるんですかというのを裁判所は認定―認めるわけです。認めていくにあたって、１条じゃないとこ
ろもいっぱい引っ張っているんです。
　１条は目的が書いてあるんですが、それ以外のところで何条でこういうことが書いてあって、何条
では、こういうことが書いてあって、何条ではこういうことが書いてある。これらの規定からすれ
ば、この法律がこういうのを守ろうとしている趣旨であるという結論が仮に１条の目的規定に書いて
なくても導き出されるんです。
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　話を元に戻しますと、公文書管理法は、地方公共団体、皆様が所属していらっしゃる組織に対し
て、この法律の趣旨にのっとってやれということを求めていましたよね。この公文書管理法の目的規
定だけではなくて、趣旨というのにのっとって、皆様方の地域の文書の管理もなされなければいけな
いわけです。
　趣旨って何なんだということなんですが、これはちょっと面倒臭いです。先程の最高裁判所の判決
の中で、この条文ではこうで、この条文ではこうでというところから趣旨というのが出てきますよ、
となっていました。そうすると、どこに注目するかによって、いろいろ変わってくるんですね。条文
の注目する場所とか、あるいはその条文の解釈、読み方によって、いろいろと変わってきてしまっ
て、どうすれば「100％この法律の趣旨にのっとりました」と言えるのか。一つの答えはないんです。
ただ、最低限度、これぐらいは必要でしょうというので、私が考えたものを６ページ目の真ん中ら
辺、算用数字の２番目、公文書管理法の趣旨というところで見ていきたいと思います。
　目的規定、これはある程度、共有する必要はあるかなと思います。要は、いままで文書管理がちゃ
んとできていなかったので、問題が起こっているんだから、それをちゃんと管理して、現在だけでは
なくて、将来の国民、県内で言えば住民に対しても見せられるようなシステムを作りましょうという
のが目的です。ただ、目的規定は同じにする必要があるのかというと、別に同じじゃなくてもいいん
ですよ。国の方は、そのような目的規定を置いているわけです。それは最低限度、同じにするとして
も、他のものを足したらダメということはないんです。
　国の方では、こうとしか書いてないけれども、うちのところでは、もっと別の視点を目的の中に足
していきたいんだとか、例えば国で言えば、先程の１条みたいな形で構わないけれども、県内であれ
ば、例えば県内の資料というのが、戦争などによってなくなってしまっているので、それだけでは足
りないんだ、外からも積極的に集めることによって、いまは説明できなくても、将来はもっと説明で
きる材料を増やすんだ。そのことによって、説明する責務をより積極的に果たすというのをうちの地
域では入れたい。入れればいいんです、もちろん。この法律に書いてある目的と同じでなければいけ
ないということは全くないんです。住民自治であり、団体自治であるわけですので、目的はどんどん
足していっていただいて構いません。
　ただ、最低限度、国と同じようにというのは、国はちゃんと残して見せられるようにするというの
を目的にしているので、なるべく残さずに、なるべく見せないという目的にしたらまずいということ
は、これは確かですよね。なので、目的は足していただいてももちろん構わないと思います。
　続いて、⑵番目では、情報公開条例の射程が及ぶ文書、業界的と言えばいいのかな、公文書館の業
界では、よく現用文書という言い方いたしますけどね、情報公開条例などの定めで言えば、職員が組
織的に用いるものとして、組織的に保有しているものという表現で条文などには書かれているかと思
います。
　要は、仕事でいま使っているものというのが、情報公開の対象になるんです。ところが、公文書管
理法は、それだけではなくて、独立行政法人の文書を、法人文書として管理の対象にしたわけです。
これは何でか、と言うと、国民からみて、国なのか、独立行政法人なのかって、あんまり関係ないん
ですよ。元々独立行政法人は、独立する前は国の組織だったんです。それが独立行政法人通則法とい
う法律を作って、行政改革の一環として、国とは別人格にやらせましょうということになったから、
分かれただけなんですから。国民から見れば「独立行政法人といったって国でしょう」ということな
んです。であれば、地方における法人文書の管理も同じような考え方をするべきだと思います。
　例えば、こちらの県公文書館は、指定管理者が管理にあたられているわけですよね。じゃ、県民の
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方から見て、ここは指定管理者が管理しているから県とは関係ないって見るかと言うと、いや、これ
は県の組織なんですよ、一般県民の方からみれば県ですよ、ということにおそらくなるでしょう。も
う少しわかりやすい施設で言いましょうか、県内で言うと、どうかな、県内だと、非常に海が利用し
やすいのですが、市営プールとかってあります？　―ありますか。市営プールを指定管理者に任せて
いても、市民は市営プールだと思っていますよね。看板のとおり、市がやっていると思っています。
市の方からすると、いや、指定管理者は市とは別の人格なので、市の文書管理とは関係ありません
よ、と思うかもしれませんが、市民から見れば、それは市がやっている仕事であれば、指定管理者の
文書だから、文書管理の規定というのは及びませんという理屈は、市民には通じにくくなるだろうと
思われるんです。
　そうすると、ここに書いてあるように、地方独立行政法人のみならず、指定管理者もそうです。あ
と、これはちょっと難しくなるかもしれませんが、市から出資を受けているような法人、指定管理者
でなくてもですよ。それも市民から見て、あるいは県民から見て、これは税金でやっているんだか
ら、県の仕事でしょ、とか、市の仕事でしょ、と思われるものについての文書管理はやはり法律では
なくて、市町村で言えば条例などで縛りをかけていくことが可能だと考えます。
　また、それだけではなくて、特定歴史公文書等、いま使っているものではなくて、使わなくなった
けれども、歴史資料として重要なものは、それは市民から見れば、残しておいてほしいものです。具
体的に残しておいてほしいって、いまの住民が考えなくても、５年後、10年後、50年後、100年後、
何年後でも結構ですが、その人たちが見たいと思われるものは、残しておかなければいけないでしょ
う、ということですよね。この建物で言いますと、これは新しい建物ですから、たぶんしっかりして
いて大丈夫だと思いますが、例えば、公共施設などでアスベスト問題というのがございましたよね。
県内でもございましたか。石綿が吹き付けられていたりしてというのがありましたね。あれ考えてみ
ますと、造ったときの資料が完璧に残っていれば、吹き付け工事だったのか、塗り込み工事だったの
かというのは、その資料を見ればわかるわけです。そのときにどのような構造で、どのような工法を
用いたのかというのがわかっていれば、危険な施設というのは、残った文書を見れば、わかったはず
なんですよね。
　けれども、多くの場合、捨てていたので、現地調査というのを全施設についてやりました。何百万
円、何千万円かかりました。よく考えたら、無駄じゃないですか。その施設が使われている限りは、
いつか事故が起こるかもしれない。あれはたまたま石綿だったんですけれども、今後、似たような建
物の建材の中で、いまは安全だとされているけれども、50年後には安全じゃないとされるもの、30
年後には安全じゃないとされるもの、あるかもしれないですね。それを使ったかどうかの資料が残っ
ていることというのは、建物を造った人、いまそれを使っている人ではなくて、後々の人たちが知り
たいものなわけですよね。
　そのようなものが残っていることの意味というのは、とても大きいんだろうと思います。この特定
歴史公文書等についての管理も定めておかなければ、絶対になくなります。自分自身考えてもそうだ
と思うんですけど、使わなくなったものって捨てますよね、家の中で。それは、いまの私が使わなく
なったものであって、私の子供や孫やひ孫は使うかという視点では捨ててないですよね。
　皆様方が仕事によって取得したり、作ったりした文書、役所の文書というのは、自分が作ったもの
に見えますが、自分のものじゃないんです。あくまでも役所の仕事としてやったので、役所のもので
す。すると、役所として残すべきなのかどうか。究極的には、それは住民にとって残すべきなのかど
うかという視点で見なければいけない。自分の都合、いまの考え方だけで捨てる、捨てない、を決め
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ていいものでは、実はないということです。
　情報公開条例は、組織的に用いるものとして、組織が保有しているものを対象にしています。組織
的に用いるというのは、いま使っているというものです。いま使っていないもの、もう使い終わった
ものであっても利用請求権はありますよ、というのが、公文書管理法には書いてある。これは趣旨に
たぶん入っています。わざわざ書いてあるわけですからね、そうすると、皆さんのところでもそれを
考える必要がある。
　また⑷番目では、公文書管理委員会というものが法律の中では作られていますが、それと同じよう
な専門的な、そして第三者的な組織によって、文書の管理をチェックするということも、この法律の
趣旨に入っていると思います。行政が自分で文書管理して、自分でチェックしていて、ダメだったか
ら法律を作っているんです。それがダメじゃないようにするために、この公文書管理委員会というと
ころがチェックできるようにした。自分が所属している団体の文書管理には問題ないと思うかもしれ
ませんが、本当に問題ないんですか、と言うと、社会保険庁の職員も問題ないと思っていてやってい
たわけですから、危ないわけですね。それをちゃんと第三者的なところがチェックしてくれるシステ
ム、これも法の趣旨の中には入るというふうに考えています。
　⑸番目、公文書等の管理を適正になすためのシステムということです。今日、ご紹介はできていな
いんですが、この法律の中には、例えば内閣総理大臣が各行政機関の長、例えば法務大臣に対して、
お宅の文書管理について報告して下さいとかいうようなことが書かれていたりするわけですが、そう
いった報告を求める権限というのもチェックのシステムとしては大事かもしれません。
　あと研修を実施することというのも法律で書かれていますけれども、こういったものも必要かもし
れない。ただ、国と同じにやっていればいいかと言うと、これも全然同じにやる必要はないので、要
は文書管理をちゃんとやっているんですよというのを検証できるシステムを作るということです。検
証することは、結局、住民がうちの市はちゃんとやってくれている、大丈夫。うちの県は、ちゃんと
やってくれている、大丈夫、と思えるかどうかなんです。そう思えるだけの証拠―という言い方をつ
いしてしまいますけれども、判断材料としてそのようなチェックシステムというのがある、ないとい
うのは大きな違いです。
　さて続いて、この非現用文書との関係で言いますと、公文書館がないとダメなのかということなん
です。国の方は、国立公文書館などがありますので、そこが非現用文書、情報公開の対象から外れた
文書を保存して見せるということをやっている。県内、ということで言いますと、県としては、こち
らの公文書館がございますし、あともう１カ所、市町村にあるというふうにお聞きしております（北
谷町）。それ以外のところはないんですよね、基本的に。公文書館的なものというのは、あんまり聞
いたことないですよね。
　そういうときどうしましょうか、ということなんですが、こちらの施設を見て、うちの市にもこう
いうものが―って言ったって、まず無理ですので、まずはそこで夢を見るのはやめましょう。お金が
あればいいですけどね。
　じゃ、どうすればいいのかと。公文書管理法は、建物建てろ、とは言ってないんです。要は、非現
用文書、歴史的な文書であってもちゃんと住民たちが見れるようにしておきましょうよ、ということ
を言っているだけであって、建物建てろとは言ってません。じゃ、どのように見せればいいのかとい
うことで、いくつか公文書館の要素というところを見ていきたいと思いますが、ここでも法律があり
ます。この法律、公文書館法というのがあったりはするんですけれども、その要素を分けてみます
と、７ページ目の上のところ、これはご確認いただければと思いますが、あんまり高いハードルはな
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いんです。建物建てろとは、まず書いてないんです。施設であればいいんです。施設って、何ですか？
と言うと、物ですね、物的なものであれば、施設です。
　例えば、市役所の中の会議室を、古い文書をいっぱい入れて、ここが公文書館的な場所ですよ、と
言えば、それでもいいんですよ、施設であれば。ちゃんと残せて、見せて下さい、と言ったら、見せ
れるようになっていれば、それで十分です。
　この公文書館法自体は、公文書館という組織について、地方自治法でいう公の施設だと考えていま
す。公の施設であるということになると、今度は地方自治法の244条以下の要件も満たすことが必要
になるんですけれども、ここは公務員である皆様方ですので、よくよくご存知のことかと思います。
７ページ目から８ページ目にかけてでございますが、条文上の要素は、そこに書いたものでございま
す。
　設置と管理について、条例で定めなければいけないというのが、ちょっとハードルとしては高くみ
えるかもしれませんが、ただ、それほど難しい条例ではないのです、内容的には。テクニカルなこと
は特にございません。要は、どこそこを公文書館として設置する。管理については、開館時間とか、
利用制限とかというようなものを書いておかれれば、それで十分ということになりますので、それほ
ど高いハードルではたぶんないんだと思うんです。
　そのようなことから⑶番目、機能としての、あるいは単独館ではない公文書館というのが全国的に
は非常に増えております。いわゆる遊休施設と言いましょうか、そのようなものを公文書館的なもの
として使っていこうですとか、私がいままで見た中で、一番すごいなと思ったのは、某市では、昭和
５年に建てられた建物を公文書館として使っていたりします。土蔵が書庫になっていますとか言っ
て、凄いものがあったりするんですけれども、そういうのがあったりとか、あるいは元ＮＨＫの支局
だった場所を公文書館にしていますよ、とかいうようなことがあったりとか、やりようはおそらくた
くさんあります。空いている学校の教室でももちろん十分ですし、あと市町村の合併をしたところで
は、絶対余っている施設が一個あるんですよ。何だと思いますか？合併して、絶対余るところ。
　私、これは聞くまで全然浮かばなかったんですが、議事堂っていうのは、絶対余るんですね。市庁
舎とか、村役場というのは、合併をしても分庁舎方式とかで使ったりしますね。議会は、残念ながら
一個しかないんですよ、合併した以上。それぞれにあった議事堂というのは、基本的に空いているか。
既に何かに使われているかもしれませんが、うまい具合にまだ残っていれば、そこに歴史的公文書を
詰め込んで、公文書館を名乗っていくこともまた可能なわけです。
　ということで、公文書館のハードル、それほど実は高くはないと思っていただいてよろしいかなと
思います。
　ともあれ、こういった現用文書、そして非現用文書、そして行政の文書だけではなくて、法人の文
書まで含めて管理しなさいよというのが公文書管理法の趣旨でした。その趣旨にのっとって、都道府
県、市町村の文書も管理しなければいけないというのがこれからの時代です。これからの時代にのっ
とったようなやり方をこれから皆様方はしていかなければいけなくなるわけです。いままでは、どう
だったのかというのは、漢数字の四番目なんですが、これは残念ながら、それぞれの団体でご確認を
いただくしかないというふうに思います。そのときに文書管理規則とか、規程を見ていただいて、う
ちの自治体、どういうスタンスなのかな、って見るのに一番いいのは、目的規定に相当する部分です。
　お手元のレジュメにはつけていないんですが、沖縄県の場合には、文書管理規程というのがあっ
て、その１条に目的というのがあります。それを見ますと「行政事務の適切かつ能率的遂行に資する
ことを目的」として文書管理しますと書いてあるんです。これ自体、間違ってないです。なんですが、
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公文書管理法の１条とは、明らかに違う。
　公文書管理法１条は、行政の効率的というのはもちろん必要なんですが、プラスして利用できる、
説明責任を果たすというのが文書管理の目的に入っている。行政にとって使いやすいですよというの
だけが、いまの文書管理規則や規程の目的であれば、まず考え方からして、公文書管理法からずれて
いるということです。
　職員が使いやすいだけではなくて、住民が使えるようにする、住民が見れるようにするというのが
文書管理の目的に入る、これがこれからの文書管理。
　したがって、それに対応する言葉がないということは、まず思想の段階で入ってないということで
す。すると、その中に書かれている内容も住民が利用すること前提に置いてないんです。まず、その
思想の段階チェック、目的ですから、大体１条ですかね、それをご覧いただければ、自分たちの地
域、いまいるところの文書管理はどっち向いているのか。役所の方、行政の方を向いているのか。住
民の方を向いているのか。そこを確認することができると思います。
　さて、時間の都合で、非常に早足でまいりましたので、なかなか頭の中がごちゃごちゃしているか
と思いますが、残り５分少々になっておりますので、まとめに入りたいと思います。
　漢数字の五番目、「おわりに」ということで、行政職員の役割というところに話を進めてまいりま
す。いままでお話してきたことからもおわかりのように、まず公文書の管理というのは、実は憲法に
よって定められていた住民自治というもの、つまり住民たちがその地域のことを決めていくための大
前提になるわけです。役所が何をしてきたのか、というのがわからなければ、住民たちはその役所が
いいのか、悪いのかも判断できない。
　昔は、住民が自治をしていなかったので、国で言えば、国民が自治をしていませんでした。要は主
権者が国民じゃなかった時代です。そのときには天皇が主権者だったわけです。天皇主権の時代に
は、天皇がやっていることが正しくないはずがないので、国民たちは考えなくて良かったんです。い
ま国民が主権者、住民が主権者です。行政というのは、国民や住民から任された仕事をしているんで
す。任せた相手が正しいかどうかをチェックできなければ、住民たちが治めるといっても、それは、
要は目をつぶったまま治めているようなものですよね。住民たちがちゃんと目を開けて地域を治めて
いく、住民自治というのを果たしていくためには、見せること、見せる前提としての文書管理がしっ
かりしていることというのが必要になるんです。
　いままで全国的には、「行政のための公文書管理」という考え方が強かったです。ところが、これ
からは住民のための公文書管理に変わっていかなければいけない。公文書管理法の１条がそうでし
た。先程お話した、これはちょっと県の規程を槍玉にあげて申し訳ないんですが、県の規程の１条は
そうはなっていませんでした。行政のための文書管理を目的にしているんです。ここの発想をまず変
えなければいけない、というのが一つ目のポイントになるんです。この公文書管理というのがしっか
りしていなければ、１条でちょっとお話していませんでしたけれども、お手元のレジュメでいくと、
３ページ目に１条があります。
　１条の最初の行の最後のところ、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」というと
ころです。健全な民主主義の根幹を支えるんです。逆に言うと、公文書管理がしっかりしていなくて、
住民が公文書を見れない、ということになると、不健全な民主主義がその地域にははびこっているこ
とになります。要は、行政が知らせたくないことは知らせませんよ、というやり方です。でも、住民
が治めているんです。行政のことをちゃんと住民が知った上で民主主義をやっているのか、知らせな
いようにしながら民主主義をやっているのかという違いが出てきてしまうんです。



沖縄県公文書館研究紀要　第13号　2011年３月

－ 88 －

　そこは、私は法律の人間ですので、条文をみると、大体見えてきます。スタンスとして、どっちな
のかなというのは見えてきます。なるべくとっとと捨てたいという文書管理規則とか、規程というの
もよく目につきますけどね。捨てたいのか。いや、なるべく残していきたいのか。残すときには、ど
ういったものを残せばいいのかっていうのは、考えているところは、考えている規定をちゃんと置く
んです。
　考えてないところ―15年で廃棄、20年で廃棄、とにかく廃棄、廃棄、廃棄って書いてあるのが、
あんまり考えてないところということになります。
　続いて、レジュメの８ページ目の五の２のところ、団体自治を実現するためにも公文書管理は必要
です。団体自治というのは、要は国からも都道府県や市町村からも文句を言われないで、自治をして
いくということなんですが、何でそういうことをするのかというのを考えてみますと、他所と同じ
じゃないからなんです。自分の市町村、自分の県が他所とは違うんだから、うちとして治めていく。
　他所と違うというのは、どこから出てくるんですかと言うと、ある日、突然出てくるものではない
です。いままでの歴史、過去との繋がりで他所との違いというのが出てきているはずです。現在の市
町村の姿というのも、合併とかを繰り返していると思いますが、いままでの流れの中で、いまの市町
村の姿がある。他所と同じではないんです。
　もし仮に、他所と同じであるならば、国の法律を「公文書等の管理に関する条例」と書き換えて、
そのまま使ってもいいかもしれない。国と同じでいいのならですよ。でも、同じじゃないはずなんで
すよ。全国の都道府県、全国の市町村、１カ所として同じ場所はないんです。そうであれば、そこで
残す文書、役所のいまの現用文書の残し方、非現用文書の残し方、同じであるはずがないんです。最
低限、同じところは出てくるかもしれません。けれども、例えば他所にとっては要らない文書でも、
うちにとっては要る文書、というのは出てくるはずなんです。
　今日、最初にお話したので言えば、福井県の敦賀市では原発の文書は大事です。でも、あっちでは
ハブの文書はいらないはずなんです、ハブがいないので。でも、こちらの方では原発の文書はいらな
くて、ハブの文書の方が大事ですよね。同じ地域はないんです。自分たちの地域にとって重要なもの
を残していくんです。県の文書管理規則に合わせればいいや―これもやっぱりないはずなんです。う
ちの市は、県と同じなのか。うちの市としてのアイデンティティはないのか、ということになります
ので、その地域で残すべきものというのは、その地域ごとに考える必要があると思います。
　公文書館というのがなくても、県内では歴史的公文書というのをしっかり残しているところがある
ともお聞きしておりますので、これは後程、そういった取り組みをご紹介いただければ、他の市町村
さんの大いに参考になるかと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。公文書館というのがなく
ても、歴史的なものを残すというのがうちの地域の独自性であって、うちの住民にとっては大事だと
いう選択をされたんですよね。逆に言うと、選択してないということは、言い方は悪いですが、大事
だと思っていませんという部分がどこかにあるのかもしれないです。
　最後、算用数字の３番目で、４つのビリティということを書きました。９ページの方に書きました
⑴から⑷までですが、⑴、⑵、⑶を果たすことによって、⑷が実現するという考え方をします。これ
は８ページ目の下の方に書いてございますように公文書管理のあり方等に関する有識者会議の最終報
告というところから引っ張ってきたものですが、９ページ目で、少し私なりの解釈を加えておりま
す。
　要は、公文書を管理することによって、トレーサビリティ、クレディビリティ、アクセシビリ
ティ、アカウンタビリティという４つのビリティというのが実現すると考えられています。
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　最初のトレーサビリティ、追跡可能性ということになるわけですが、文書をちゃんと追跡できるよ
うになれば探さなくていいわけですので、行政の職員の方にとっては楽ちんなわけです。「あのとき
のあれは、どこにあったっけ？」というのがなくなるんです。すぐ探せる。仕事が進めやすくなる。
文書がすぐ探してもらえるということになれば、住民からすれば、「見せて下さい」と言ったらすぐ
出てくるということです。家庭の中、私も家庭持ちですが、家庭の中で、ほら、あのときのあれ、ど
こにあったっけって、わからないわけですよ、絶対。そんなもの、自分でもわからないですし、かみ
さんに言ったってわからないわけです。
　それがちゃんとトレーサビリティがあれば、そのときの文書すぐ出てくるわけです。あのときの手
紙とか、あのときの写真とか、これはとても便利ですよね。そのようなことが仕事の面でも便利で
しょうし、見せてもらう、住民から見てもものすごく便利になっていく。
　⑵番目のクレディビリティ、クレジットです。これは文書管理をしていくときに、現在はあまり意
識してないかもしれませんが、ポンっと捨てています。特に根拠なく。文書管理規程があります、文
書管理規則があります。わかりますが、文書管理規程や規則は、住民が同意していないんです。最初
に言いましたよね。規則や規程というのは、首長とか、所属長がポンっと決めればいいんです。住民
たちがいいですよと言ってないんです。いま捨てているというのは、住民がいいと言ってないのに捨
てているんです。
　これが条例という形であれば、住民が捨てていいと言ったから捨てるんです。残さなければいけな
いのは残すんです。そういった根拠があって残したり、捨てたりするということになれば、職員個人
の責任で捨てていたりするものではなくなるわけですので、安心して文書を捨てるという言い方は変
かもしれませんけれども、それも可能になるんです。
　⑶番目のアクセシビリティは、見れるということで、内容的には、そこに書いてあるとおりでござ
います。
　⑷番目のアカウンタビリティ、説明責任などと言われますが、説明責務というと、堅苦しいですけ
ど、要は自分がやったことを今いる人たち、あるいは後々の人たちにわかってもらうようにするとい
うのが説明責任です。必ずしも良かったことばかりではないかもしれません。けれども、そのときは
それしか選択できなかったんだということをわかってもらう。これが説明責任です。
　最後のところに書きましたが、「行政職員は・・・」という２行目ですね、自分がいま親なので、
父ちゃん、母ちゃん、を先に書きましたが、職員としては父ちゃんとか、母ちゃんであったり、じい
ちゃんだったり、ばあちゃんだったり、あるいはもっと前になりましたら、ひいじいちゃんとか、ひ
いばあちゃんだったり、もっと上の人が職員としていたわけです。その人たちが何をやってきて、い
まどうなっているのかというのがちゃんとわかる、後々の子供たち、子孫が納得できる、検証でき
る。内容によっては、うちのひいじいちゃん、凄いじゃん、って思える。
　あるいは、「こういうことで頑張って苦労していたんだ。いまだったら、こんないいやり方あるん
だけど、じいちゃんのときはわからなくて大変だったんだな」と思ってもらえる。これが行政職員に
とっては、文書を残しておくことの大きな醍醐味であるかなと思います。
　これは一般市民にはできませんからね。一般市民は、自分で残しておかなければいけないんですけ
れども、大体、死んじゃった後は、全部捨てられちゃいますから、そんなもん。遺産整理とかって
言って、ばーって、いらない、こんな文書と。おじいちゃんの日記いらないとか、絶対捨てられちゃ
いますけど、役所の文書であれば、残っていくことが可能になります。自らの仕事を語り継いでいく
という視点からも、この公文書管理、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
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　すみません、予定をちょっと過ぎてしまいましたが、私の方からお話をしたいことは以上でござい
ます。ご清聴いただきまして、どうも有難うございました。

○司会（吉嶺）
　早川先生、どうも有難うございました。
　ここで15分ほど、ご質問の時間とさせていただきます。ご質問のある方は、挙手をお願いいたし
ます。今日は、お見受けしたところ、100名ほどの人がお集まりになっているかと思うんですけれど
も、いろいろ行政の仕事をする中で、住民と接する中で、いろいろ課題とかあるかと思います。法律
を専門とされているお立場からも、いろいろアドバイスがいただけるかと思いますので、この機会に
どうぞご質問ありましたら、お願いいたします。
　
　―よろしいでしょうか。では、この後、３時15分まで休憩とさせていただきます。３時15分にこ
ちらの講堂にお集まりいただきまして、その後、３班に分かれて公文書館の施設をご案内いたしま
す。またすべての日程終了後、30分ほど懇親の場を設けたいと思います。また、この場で質問でき
なかったことなど、先生にお尋ねいただければと思います。
　本日は、有難うございました。いま一度、早川先生に拍手をお願いいたします。

　本講演会は沖縄公文書館のホームページで視聴できます。
　ホーム → 公文書館通信 → オンデマンド講演・講座
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